
＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民（避難行動要支援者を含
む。）は屋内退避を開始するため、これを円滑に実施できる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基
準（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える区域を特定し、当該区域の住民が一時移転

等を行うこととなるため、一時移転等できる体制を整備。一時移転等の対象区域以外は、国の原子
力災害対策本部の指示があるまで屋内退避を継続。

6．UPZ内における対応
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UPZ内における防護措置の考え方

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、予防的防護措置として、PAZ内住民の即時避難開始とともに、

UPZ内住民は屋内退避を開始する。

 万が一放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ばくのﾘｽｸが増加するおそれ

があるため、屋内退避を継続する。

 その後、国の原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果により、原子力災害対策指針で定める基準（OIL）に基づき、空間放射

線量率が基準値を超える区域を特定する。 毎時500μ㏜超過の区域を数時間内を目途に特定し、当該特定された地域の住民は速や

かに避難等（移動が困難な者の一時屋内退避を含む。）を行う（OIL1）。また、毎時20μ㏜超過した時から概ね１日が経過した時の空

間放射線量率が毎時20μ㏜超過している区域を特定し、当該特定された地域の住民は、1週間程度内に一時移転を行う（OIL2）。

 これらの防護措置（一時移転等）を的確に実施する。

UPZ内の防護措置の基本的な流れ

PAZ

UPZ

PAZ内は
即時避難

UPZ内は
屋内退避

屋内退避

放射性物質の放出

全面緊急事態

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
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１週間程度内に
一時移転

速やかに避難等

毎時20μSv超過
（OIL2）と特定された
区域

毎時500μSv超
過（OIL1）と特定
された区域



PAZ

UPZ

一時移転等に備えた関係者の対応

 鹿児島県及び関係市町は、警戒事態で災害対策本部を設置。
 鹿児島県は、全面緊急事態になった時点で、住民の一時移転等に備え、鹿児島県内のﾊﾞｽ会社に

「災害時等におけるﾊﾞｽによる緊急輸送等に関する協定」 に基づき、ﾊﾞｽの派遣準備を要請。
 関係市町は、一時移転等の対象となる各地区に職員を配置。

鹿児島県災害対策本部

鹿児島市災害対策本部

さつま町災害対策本部
ちょう

い ず み し

出水市災害対策本部長島町災害対策本部
なが しまちょう

※

※ 鹿児島県と公益社団法人鹿児島県バス協会（協力事業者33社）が，平成27年6月26日に締結

阿久根市災害対策本部
あ く ね し

いちき串木野市災害対策本部
く し き の し

日置市災害対策本部
ひ お き し

姶良市災害対策本部
あ い ら し
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川内オフサイトセンター
（鹿児島県原子力防災センター）

薩摩川内市災害対策本部
さ つ ま せ ん だ い し

か ご し ま し

せんだい

か ご しま けん

か ご しま けん

か ご しま けん

か ご しま けん

か ご しま けん か ご しま けん

かごしまけん




